
令和５年度 第３回新潟市国民健康保険運営協議会

次 第 

日 時  令和６年１月１６日（火）

午後１時３０分から

場 所  市役所本館６階講堂

１ 開 会

２ 議 題

・令和６年度国民健康保険料率の検討について

  ・答申案の検討

  ・新潟市国民健康保険「第三期保健事業実施計画（データヘルス計画）」

及び「第四期特定健康診査等実施計画」（案）について

３ 閉 会



（単位：千円）

医療分 後期支援分 介護分

Ｒ５本算定 11,310,542 4,436,089 1,272,824 17,019,455 123.0

Ｒ６本算定 11,395,499 4,289,054 1,426,156 17,110,709 129.3

増減 84,957 △ 147,035 153,332 91,254 6.3

合計
１人当たり
納付金額

（単位：千円）

医療分 後期支援分 介護分

Ｒ６仮算定 11,479,355 4,300,301 1,419,595 17,199,251 130.6

Ｒ６本算定 11,395,499 4,289,054 1,426,156 17,110,709 129.3

増減 △ 83,856 △ 11,247 6,561 △ 88,542 △ 1.3

１人当たり
納付金額

合計

資料１

令和６年度 国民健康保険料率の検討について

１ 国民健康保険事業費納付金の令和６年度本算定額

● 仮算定時の納付金額と比べ、本算定における納付金額は約８，８００万円減少した。

（１）納付金額の仮算定比較

（２）納付金額の前年度比較 ※本算定比較

● 前年度本算定時の納付金額と比べ、令和６年度本算定は約９，１００万円増加した。

・医療分及び後期高齢者支援分は、診療報酬改定等を反映させた国・県の
再推計を受け、減少した。

・介護分は、介護保険制度に係る必要総額の増加により、増加した。

・全体（合計）として減少となった。

・医療分は、新型コロナの５類への移行等により医療機関の受診が増加し、
医療費が増加している影響を受け、増加した。

・介護分は、介護保険制度に係る必要総額の増加により、増加した。

・１人当たり換算では、約６，３００円の増加となった。



（単位：千円）

医療分 後期支援分 介護分

歳入 65,819,277 4,234,427 1,267,791 71,321,495 （参考）

歳出 65,847,152 4,306,884 1,422,067 71,576,103

収支 △ 27,875 △ 72,457 △ 154,276 △ 254,608

歳入 65,685,188 4,252,782 1,273,796 71,211,766 70,740,701 471,065

歳出 65,666,993 4,296,273 1,428,867 71,392,133 70,715,070 677,063

収支 18,195 △ 43,491 △ 155,071 △ 180,367 25,631 △ 205,998

増減（本-仮） 収支 46,070 28,966 △ 795 74,241

増減
（R６-R５）

Ｒ６
本算定

合計

Ｒ６
仮算定 Ｒ５

本算定

２ 本算定に基づく令和６年度 収支見込み

※ 令和６年度の被保険者数、所得等を見込み、現行の保険料率から算出した収支見込額

●本算定による納付金の減少に加え、令和６年度の保険料収入等を再度見込んだ
結果、約１．８億円の赤字となる見込み。

【参考】基金の活用試算について

・前年度と比べ、被保険者は減少するものの、コロナ感染動向の改善に伴う制限
の解除や自粛緩和により基準総所得が回復し、保険料収入は増加する見込み。

・医療費や介護分の必要総額の増加により納付金が増加した結果、約１．８億円
の赤字となる見込み。（令和５年度本算定時は約２，５００万円の黒字）

（年度）

①取崩目安額 △1.9億→0

③基金残高 　（年度末時点）

②保険料収納不足
への備え

30.4億 31.5億 31.7億 29.9億円  25.9～27.9億円 21.9～25.9億円

（３億）　

Ｒ８

△2.9億→△1.9億 0 △1.8億円 △2～4億円 △2～4億円

医療給付費のピーク

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

団塊の世代が
後期高齢者医療制度へ移行

後期高齢者医療、介護保険制度
への支援に係る納付金が増加

① 保険料負担の年度間の平準化を図る
→ ７０歳代の被保険者数の減少や後期高齢者医療への支援分増加等に向けて、
令和７年度以降の取崩目安額を試算
（取崩目安額△２～４億円は過去の収支赤字見込から推計）

② 年度途中における保険料の収納不足に備える
→ 備えとして３億円は確保する（年度途中に収納率が２％下がった場合の保険料）

⇒ 下図のとおり、当面の間、一定程度の基金を活用することは可能



２割
７割
軽減

５割
軽減

低 高
※医療・支援・介護を合算し
たイメージのため、上限額は

それぞれ異なる。

上限額 １０４万円

応能分

（所得割）

（

保
険
料
額

）

（ 年間所得額 ）

応益分

（均等割・平等割）

上限額 １０６万円

資料２

賦課限度額の改定について

・賦課限度額＝１年間に負担する国民健康保険料の上限額

（被保険者の納付意欲に与える影響や制度の円滑な運営を確保する観点から、
被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとしている。）

・上限額が国の政令（国民健康保険法施行令）によって示され、
各市町村は必要に応じて条例を改正して施行する

１ 賦課限度額とは

３ 改定内容

・７５歳以上人口の増加により、後期高齢者医療の給付費の増加が見込まれる中、
国は、国民健康保険料のうち、支援分（後期高齢者医療への支援分）の上限を
２万円引き上げる改定内容を示した。

２ 賦課限度額改定による影響のイメージ図

医療分 後期支援分 介護分 合計

Ｒ１ ６１万円 １６万円 ９６万円

Ｒ２

Ｒ３

Ｒ４ ２０万円 １０２万円

Ｒ５ ２２万円 １０４万円

Ｒ６
６５万円
（±０万円）

２４万円
（＋２万円）

１７万円
（±０万円）

１０６万円

改定年度
賦課限度額

１９万円
６３万円

１７万円

９９万円

６５万円

※ 第２回 国民健康保険運営協議会資料と同内容



・本市はこれまで、国の基準に沿って、賦課限度額を同額に引き上げてきた。

＜他都市の状況＞
・県内市町村（３０市町村）は、すべて国基準どおりとしている。
・政令市（２０市）では、１８市が国基準どおりとし、２市が１年遅れで
国基準どおりとしている。

４ 本市の対応

５ 賦課限度額改定による影響額・世帯

【影響を受ける世帯所得例（後期支援分）】

世帯構成
賦課限度額に到達する年間所得（世帯所得）

改定前 改定後

単身世帯
（１人）

約７０１万円
（給与収入約８９６万円）

約７６５万円
（給与収入約９６０万円）

夫婦
（２人）

約６７８万円
（給与収入約８７３万円）

約７４２万円
（給与収入約９３７万円）

夫婦+子２人
（４人）

約６３１万円
（給与収入約８２４万円）

約６９６万円
（給与収入約８９１万円）

※ 単身世帯＝４０～６４歳 夫婦＝２人とも４０～６４歳 子＝無収入
※ ６５歳以上は、国保料の介護分が介護保険料に移行するため省略

・賦課限度額改定（引上げ）による本市の収支影響額は、約３，２００万円の増加。

・上限超過世帯は、約１，５００世帯（高所得者への負担が増加）







































































































































































ページ（項） 項目(図表〇、表題等） ご意見等 保険年金課回答

1 ５5項
医療機関受診勧奨事
業（健診異常値放置
者）事業の実施方法

・重症化リスクの高い者へ再勧奨と保健指導を実施する・・・同時に血圧手帳や糖
尿病手帳を活用して、患者自身が記入する事で薬などの治療効果を実感しても
らう

・計画では「重症化リスクの高い者へ再勧奨
と保健指導を実施する」とさせていただきま
すが、いただいたご意見の視点を取り入れ、
重症化予防の保健指導を実施いたします。

2 59項
多剤服用患者対策事
業　事業概要

対象者へ「服薬情報通知」を送付してかかりつけ医や調剤薬局薬剤師→薬局薬
剤師
 　＊調剤薬局薬剤師という呼び方より単に薬局薬剤師とした方が現状にあって
いる

・薬局薬剤師に修正しました。　

3 ６０項
ジェネリック医薬品差
額通知事業
事業の実施方法

後発医薬品は通常年に２回（６月・１２月）に薬価収載される。
その１～２か月後に通知をするのが効果的であると考えます。

・薬価収載を考慮し、通知時期を検討いたし
ます。

4 医療費分析について
・高齢化するほど（健康寿命が延びれば）eGFRは自然に低下するし、一人当たり
医療費についても、必要な人を医療につなげたり、取組をするほど医療費は上が
ることも想定されるため、評価が難しい。

・人口推移や平均寿命等の背景を踏まえ、
医療費分析を行ってまいります。

5
特定健診受診率向上
について

・新潟市の特定健診受診率は低い。新発田市は効果的な受診勧奨通知事業を委
託実施し、特定健診受診率を大幅に上げたという話を聞いた。参考にできるので
はないか。

・他市町村等の好事例を参考に、事業実施
してまいります。

6
特定健診受診率向上
について

・「通院中だから特定健診を受けない」という方が多いのではないか。行政（保険
者）から被保険者へ“健診を受けましょう”と勧めるだけでなく、かかりつけ医や医
療機関から健診を受けましょうと声かけしてもらうのも効果的だと思う。直接、医
療機関へ受診率向上のため、声掛けを依頼するのもいいのではないか。

・各区の協力を得ながら、医療機関への訪問
等働きかけを強化してまいります。

7
特定健診受診率向上
について

・「受けない理由」「受ける理由」があると思うので、委員の周囲の人へ聞いてみて
欲しい。

・市民の声をお聞かせいただき、健診等事業
に反映していきます。

8
特定健診受診率向上
について

・「各種検診のご案内」封筒、がん検診費用が“お得”（19,000円が2,000円）の
文字が小さい。お得さが目立つように、イラストや文字をスッキリさせたらどうか。

・冊子や封筒の作成において、検討してまい
ります。

9
特定健診受診率向上
について

・「検診いっとく」→検診に行く＝お得、というニュアンスだろうが、この文言を見て
「行きたい」気持ちになるか。区ごとに作成されるならば、北区＝塩分取りすぎ№1
の区、等と区ごとに課題を訴え、健診受診につなげる工夫はできないものか。

・冊子や封筒の作成において、検討してまい
ります。

10
特定健診受診率向上
について

・新潟市では、集団健診は実施しておらず、他の県内29市町村で実施しているた
め、検討していただきたい。
　※粟島浦村を除く28市町村では協会けんぽ加入者も集団健診会場で受診で
きるようにしていただいています。新潟市でも協会主催の集団健診を実施してお
り、約2割の方が受診していますので、ニーズが高いと思われます。

・本市において、特定健康診査は、委託医療
機関での個別実施のみとなっております。
　個別実施が定着していることから、集団健
診の実施予定はなく、集団実施での共同実
施は難しいと考えております。引き続き連携
の強化と取組の検討等を進めていければと
思います。

11
特定健診・特定保健指
導について

 ・「全体の保険給付の抑制」は全面に押し出さない方がよい。⇒一時の面倒くさ
さにかまけていると自分の人生に大きな影響がでる恐れというか、「個の損得」を
前面に押し出しあてアピールした方が良い。お知らせは、シンプルに簡潔に！勇
気を持ったデフォルメが大事である。

・「ぜひ、受けてみよう！」と思えるような、通
知作成において、検討してまいります。

12 薬剤について
・ジェネリックの使用を再度お願いする文書を被保険者に渡しても被扶養者にな
かなか届かない。薬剤関連のところのターゲットというか、ポイントになる のでは
ないかと思っております。

・市国保では、対象者お一人ごとにジェネ
リック医薬品差額通知を送付しております。
　ジェネリック医薬品通知事業は、医療費適
正化において、重要と捉えており周知・啓発
に取り組んでまいります。

13 計画全般について ・ご提案通り、進めていただいてよろしいかと考えます。

14 計画全般について ・意見なし

・計画に関して、データに基づき熟考されており適切。

（下記は感想）
・64項に明記されている特定健康診査項目について、被保険者として感じてい
たのは、基本項目に心電図や大腸検査は無く、健康状態がひととおりチェックで
きる機会ではない印象。
・健康診査の案内（冊子）については、内容が複雑なところ、毎年わかりやすく作
ろうという努力が見え感心している。
・4 月から翌年３月の間で受ければいいと思うと、なかなかすぐに受けない心理
になりますので、仮に半年などで個々の受診期限を決めてもらえるとより意識づ
けができるかもしれない。
・健康診査の際に、翌年と比べてこうでしたよ と教えてくださる診査担当の方も
いる。　昨年の記録が自分でも簡単にデジタルなどで参照できるとより比較して
健康になろうという意識が出ると思う。

・新潟市では、大腸がん検診を含めた各種
がん検診を実施しており、国保加入者にお
いては、自己負担額の半額助成を行ってお
ります。
・自らの健康に関心を持ち、積極的に健康の
保持増進に取り組んでいただけるよう、周知
啓発を行ってまいります。
・マイナポータル上で、令和2年度以降の特
定健康診査の結果が閲覧できるようになり
ました。

新潟市国民健康保険「第三期保健事業実施計画（データヘルス計画）」
              「第四期特定健康診査等実施計画」（案）についてのご意見等について

・計画の目標達成に向け、効果的・効率的な
保健事業を実施し、計画を推進していきま
す。

15
計画全般

特定健康診査について

第3回新潟市国民健康保険運営協議会
令和6年1月 16日（火）

資料3－2



新潟市国民健康保険料率の検討について

１ はじめに

  新潟市国民健康保険運営協議会は、令和５年１２月２６日に市長

から諮問を受けた新潟市国民健康保険料率等の検討について、慎重

な審議を行った。

２ 審議結果

（１）適正な国民健康保険料率のあり方について

 本市の国民健康保険事業会計は、令和６年度における納付金が 

前年度に比べ増加し、加入者数の減少や医療費の増加等から、約１億

８千万円の収支不足が見込まれている。

収支不足については、本来、保険料で賄うべきものである。

しかしながら、加入者の所得状況は一部に好転の兆しが見られる

ものの、長引く物価高や社会・経済の見通しが不透明である情況を考

慮すると、国民健康保険事業財政調整基金の活用により、保険料率は

据え置くことが望ましいと考える。

一方で、一人当たり医療給付費の増加が見込まれる中、今後もより

一層、加入者の健康づくりに努め、医療費の適正化に向けた取組みを

望む。

（２）保険料賦課限度額について

 国の改正と同様に、後期高齢者支援金分の保険料賦課限度額を

２２万円から２４万円に引き上げることを妥当と考える。

答申書（案） 



諮問事項に対する主な意見 

（第２回国民健康保険運営協議会審議において） 

１ 開催日   令和５年１２月２６日（水）１３：３０～１４：４０ 

２ 諮問事項 ・適正な国民保険料率のあり方について 

・保険料賦課限度額について 

３ 資料内容 ・令和６年度の収支（仮算定納付金段階）は２．５億円の赤字見込み 

・令和５年度末基金保有額は約３１．７億円の見込み  

・県への納付金額（仮算定段階）が増加した結果、２．５億円の赤字見込 

みであるが、１月の本算定納付金により変動する可能性がある。 

・今後、後期高齢者数が増加することで、支援分や介護分に係る１人当た 

  り納付金の増加が予想される。 

４ 料率に関する主な意見 

（※いずれの意見も仮算定納付金段階の収支見込みを受けた意見であり、本算定納付金を踏

まえた収支見込み次第で内容は変更する前提です） 

・基金残高を勘案すると、２．５億円程度の赤字であれば基金を活用し据置き。 

（同様意見が他４名） 

・経済・社会状況は昨年と比べて良くなっている部分もあるが、昨今の物価高など、ま

だまだ厳しいため据置き。（同様意見が他２名） 

・国保制度の継続を考えると引上げも必要と思うが、国保加入者の８０％が所得が低く

厳しい状況ということ踏まえると据置き。（同様意見が他１名） 

・コロナの５類移行により国の支援がなくなり、通常の医療においては高額な薬もでき

ており、薬価が高い薬が使われれば赤字も増えてしまう。先が読めないため、現時点

では据置き。（同様意見が他１名） 

 ・医療費を下げるための施策をさらに推進されたい。 

５ 賦課限度額に関する主な意見 

・賦課限度額を引き上げる国の基準どおりでよい。（同様意見が他１４名） 
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